
共
有
に
属
す
る
株
式
に
つ
い
て
の
権
利
行
使
と
民
法
二
五
二
条
本
文

金

子

敬

明

最
高
裁
平
成
二
七
年
二
月
一
九
日
第
一
小
法
廷
判
決
（
平
成
二
五
年

()受
第
六
五
〇
号
、
株
主
総
会
決
議
取
消
請
求
事
件
）
民
集
六
九
巻

一
号
二
五
頁【

事

実
】

Ｙ
社
（
被
告
・
被
控
訴
人
・
上
告
人
）
は
、
青
果
物
の
販
売
を
業

と
す
る
、
資
本
金
三
〇
〇
万
円
、
発
行
済
株
式
三
〇
〇
〇
株
の
特
例

有
限
会
社
で
あ
る
。
こ
の
三
〇
〇
〇
株
の
う
ち
、
二
〇
〇
〇
株
は
Ａ

が
、
一
〇
〇
〇
株
は
Ａ
の
妻
で
あ
る
Ｃ
が
、
各
保
有
し
て
い
た
と
こ

ろ
、
Ａ
は
平
成
一
九
年
九
月
二
〇
日
に
死
亡
し
、
い
ず
れ
も
Ａ
の
妹

で
あ
る
Ｘ
（
原
告
・
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
及
び
Ｂ
の
二
名
が
相
続

人
と
な
っ
た
。
遺
産
分
割
未
了
の
た
め
、
Ａ
保
有
だ
っ
た
二
〇
〇
〇

株
は
、
Ｘ
及
び
Ｂ
に
よ
っ
て
、
持
分
各
二
分
の
一
で
準
共
有
さ
れ
て

い
る
（
以
下
「
本
件
準
共
有
株
式
」
と
い
う
）。

Ｙ
社
は
、
平
成
二
二
年
一
一
月
九
日
付
の
Ｘ
宛
に
発
せ
ら
れ
た

「
臨
時
株
主
総
会
の
ご
案
内
」
な
る
書
面
に
よ
り
、
同
月
一
一
日
に

Ｙ
社
の
臨
時
株
主
総
会
（
以
下
「
本
件
総
会
」
と
い
う
）
を
開
催
す

る
旨
を
Ｘ
に
通
知
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｘ
は
、
同
月
一
一
日
付
通

知
書
に
よ
り
、
Ｙ
社
に
対
し
、
本
件
総
会
に
は
都
合
に
よ
り
出
席
で

き
な
い
旨
及
び
同
月
一
一
日
に
本
件
総
会
を
開
催
し
て
も
無
効
で
あ

る
旨
を
伝
え
た
。
他
方
で
、
Ｙ
社
の
使
者
で
あ
る
Ｅ
（
Ｘ
の
主
張
に

よ
る
と
Ａ
の
実
兄
）
は
、
同
月
八
日
に
Ｂ
方
を
訪
れ
、
口
頭
で
、
本

件
総
会
の
日
時
、
場
所
及
び
会
議
の
目
的
事
項
を
伝
え
た
。
こ
の
際

に
、
Ｂ
は
、「
Ｅ
を
代
理
人
と
定
め
、
本
件
総
会
に
出
席
し
て
、
議

決
権
を
行
使
す
る
一
切
の
権
限
を
委
任
す
る
」
旨
の
委
任
状
を
作
成

し
、
Ｅ
に
交
付
し
た
。
Ｘ
Ｂ
間
で
、
本
件
総
会
で
の
本
件
準
共
有
株

式
の
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
、
協
議
は
何
ら
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

Ｙ
社
は
、
同
月
一
一
日
に
、
議
長
を
Ｃ
と
し
て
本
件
総
会
を
開
催

判
例
研
究
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し
た
。
本
件
準
共
有
株
式
に
つ
い
て
、
会
社
法
一
〇
六
条
本
文
所
定

の
権
利
行
使
者
の
指
定
及
び
通
知
は
な
か
っ
た
が
、
Ｙ
社
は
Ｂ
が
代

理
人
Ｅ
を
介
し
て
本
件
準
共
有
株
式
の
全
部
に
つ
い
て
議
決
権
を
行

使
す
る
こ
と
を
認
め
、
Ｅ
は
本
件
各
決
議
に
賛
成
し
た
（
以
下
「
本

件
議
決
権
行
使
」
と
い
う
）。
Ｘ
は
本
件
総
会
に
欠
席
し
、
委
任
状

も
提
出
し
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
①
Ｄ
を
取
締
役
と
し
て
選
任
す

る
旨
の
決
議
、
②
Ｄ
を
代
表
取
締
役
と
し
て
選
任
す
る
旨
の
決
議
並

び
に
③
本
店
の
所
在
地
を
変
更
す
る
旨
の
定
款
変
更
の
決
議
及
び
本

店
を
移
転
す
る
旨
の
決
議
が
さ
れ
た
（
以
下
「
本
件
各
決
議
」
と
い

う
）。
な
お
、
Ｃ
も
そ
の
保
有
す
る
一
〇
〇
〇
株
に
つ
い
て
、
本
件

総
会
で
議
決
権
の
行
使
を
し
た
（
上
告
受
理
申
立
て
理
由
第
七
〔
資

料
版
商
事
法
務
三
八
〇
号
一
三
四
頁
参
照
〕
は
、
Ｃ
は
本
件
各
決
議

に
賛
成
し
た
、
と
し
て
い
る
）。

Ｘ
は
、
会
社
法
八
三
一
条
一
項
一
号
の
事
由
が
あ
る
こ
と
を
理
由

に
、
本
件
各
決
議
の
取
消
し
を
求
め
る
本
件
訴
訟
を
提
起
し
た
。
本

件
訴
訟
で
は
、
同
法
一
〇
六
条
本
文
所
定
の
指
定
及
び
通
知
を
欠
い

た
ま
ま
さ
れ
た
本
件
議
決
権
行
使
が
、
Ｙ
社
の
同
意
（
同
条
た
だ
し

書
）
に
よ
り
適
法
な
も
の
と
な
る
か
否
か
が
、
主
に
争
わ
れ
た
。

第
一
審
（
横
浜
地
川
崎
支
判
平
成
二
四
・
六
・
二
二
民
集
六
九
巻

一
号
三
八
頁
）
は
、
Ｙ
社
の
同
意
が
あ
っ
た
の
で
、
Ｂ
は
本
件
準
共

有
株
式
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、

Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
が
、
原
審
（
東
京
高
判
平
成
二
四
・
一
一
・

二
八
同
四
七
頁
）
は
、
本
件
準
共
有
株
式
の
議
決
権
行
使
に
つ
い
て

Ｘ
Ｂ
間
で
何
ら
協
議
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
意
思
統
一
も
図
ら
れ
て
い

な
い
と
き
は
、
Ｙ
社
の
同
意
が
あ
っ
て
も
、
Ｂ
が
本
件
準
共
有
株
式

の
全
部
に
つ
い
て
議
決
権
を
行
使
し
た
の
は
不
適
法
で
あ
る
、
と
し

て
、
第
一
審
判
決
を
取
り
消
し
て
Ｘ
の
請
求
を
認
容
し
た
。
そ
こ
で

Ｙ
社
が
上
告
受
理
申
立
て
を
し
た
。

【
判

旨
】

上
告
棄
却
（
原
審
判
決
を
結
論
に
お
い
て
是
認
）。

「
五

会
社
法
一
〇
六
条
本
文
…
…
は
、
共
有
に
属
す
る
株
式
の
権

利
の
行
使
の
方
法
に
つ
い
て
、
民
法
の
共
有
に
関
す
る
規
定
に
対
す

る
「
特
別
の
定
め
」（
同
法
二
六
四
条
た
だ
し
書
）
を
設
け
た
も
の

と
解
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
会
社
法
一
〇
六
条
た
だ
し
書
は
、「
た

だ
し
、
株
式
会
社
が
当
該
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。」
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ

は
、
そ
の
文
言
に
照
ら
す
と
、
株
式
会
社
が
当
該
同
意
を
し
た
場
合

に
は
、
共
有
に
属
す
る
株
式
に
つ
い
て
の
権
利
の
行
使
の
方
法
に
関

す
る
特
別
の
定
め
で
あ
る
同
条
本
文
の
規
定
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る

こ
と
を
定
め
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
共
有
に
属
す
る

株
式
に
つ
い
て
会
社
法
一
〇
六
条
本
文
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
及
び

通
知
を
欠
い
た
ま
ま
当
該
株
式
に
つ
い
て
の
権
利
が
行
使
さ
れ
た
場

合
に
お
い
て
、
当
該
権
利
の
行
使
が
民
法
の
共
有
に
関
す
る
規
定
に

従
っ
た
も
の
で
な
い
と
き
は
、
株
式
会
社
が
同
条
た
だ
し
書
の
同
意

を
し
て
も
、
当
該
権
利
の
行
使
は
、
適
法
と
な
る
も
の
で
は
な
い
と

解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

そ
し
て
、
共
有
に
属
す
る
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
の
行
使
は
、

《判例研究》
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当
該
議
決
権
の
行
使
を
も
っ
て
直
ち
に
株
式
を
処
分
し
、
又
は
株
式

の
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
に
な
る
な
ど
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、

株
式
の
管
理
に
関
す
る
行
為
と
し
て
、
民
法
二
五
二
条
本
文
に
よ
り
、

各
共
有
者
の
持
分
の
価
格
に
従
い
、
そ
の
過
半
数
で
決
せ
ら
れ
る
も

の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

六

こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
本
件
議
決
権
行
使
は
会
社
法

一
〇
六
条
本
文
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
及
び
通
知
を
欠
い
た
ま
ま
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
議
決
権
行
使
の
対
象
と
な
っ
た
議

案
…
…
が
可
決
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
直
ち
に
本
件
準
共
有
株
式
が
処

分
さ
れ
、
又
は
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
な
ど
の
特
段
の
事
情
は
認

め
ら
れ
な
い
か
ら
、
本
件
議
決
権
行
使
は
、
本
件
準
共
有
株
式
の
管

理
に
関
す
る
行
為
と
し
て
、
各
共
有
者
の
持
分
の
価
格
に
従
い
、
そ

の
過
半
数
で
決
せ
ら
れ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
前
記
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
、
本
件
議
決
権
行
使
を
し
た

Ｂ
は
本
件
準
共
有
株
式
に
つ
い
て
二
分
の
一
の
持
分
を
有
す
る
に
す

ぎ
ず
、
ま
た
、
残
余
の
二
分
の
一
の
持
分
を
有
す
る
Ｘ
が
本
件
議
決

権
行
使
に
同
意
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

本
件
議
決
権
行
使
は
、
各
共
有
者
の
持
分
の
価
格
に
従
い
そ
の
過
半

数
で
決
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
は
い
え
ず
、
民
法
の
共
有
に
関
す
る

規
定
に
従
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
Ｙ
社
が
こ
れ
に
同
意
し
て
も
、

適
法
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。」

【
評

釈
】

一

本
判
決
の
意
義

本
判
決
は
、
旧
商
法
二
〇
三
条
を
母
体
と
し
て
規
定
さ
れ
た
会
社

法
一
〇
六
条
に
つ
き
、
平
成
一
七
年
の
会
社
法
制
定
の
際
に
新
た
に

加
え
ら
れ
た
た
だ
し
書
の
意
義
を
説
示
し
た
初
め
て
の
最
高
裁
判
決

で
あ
る
。
同
条
が
問
題
と
な
る
の
は
、
中
小
企
業
の
支
配
株
式
の
共

同
相
続
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
（
江
頭
憲
治
郎＝

中
村
直
人
編

著
『
論
点
体
系
会
社
法
１
』
二
六
五
頁
〔
江
頭
憲
治
郎
〕）、
特
に
そ

の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
本
判
決
の
も
つ
意
義
は
大
き
い
。

本
判
決
の
判
旨
は
や
や
複
雑
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
準
共
有
株

式
に
つ
い
て
、
同
条
本
文
所
定
の
指
定
及
び
通
知
が
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
権
利
行
使
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
、
準
共
有
者
の

一
人
が
し
た
権
利
行
使
に
つ
き
会
社
が
同
意
す
る
（
同
条
た
だ
し

書
）
だ
け
で
は
足
り
ず
、
そ
の
権
利
行
使
が
管
理
行
為
（
民
法
二
五

二
条
本
文
）
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
れ
ば
、
準
共
有
者
の
持
分
の
価

格
に
従
い
そ
の
過
半
数
で
決
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
必
要
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
し
て
、
そ
の
権
利
行
使
が
変

更
行
為
（
民
法
二
五
一
条
）
に
あ
た
る
場
合
に
は
、
会
社
の
同
意
に

加
え
て
準
共
有
者
の
全
員
の
同
意
が
な
い
と
有
効
な
権
利
行
使
と
な

ら
ず
、
ま
た
保
存
行
為
（
民
法
二
五
二
条
た
だ
し
書
）
に
あ
た
る
場

合
に
は
、
会
社
の
同
意
が
あ
れ
ば
各
準
共
有
者
が
単
独
で
有
効
に
権

利
行
使
で
き
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
議
決
権
の
行
使
に
話
を
限
定
す
る

と
、
あ
る
議
案
に
つ
い
て
の
議
決
権
の
行
使
が
保
存
行
為
と
さ
れ
る

共有に属する株式についての権利行使と民法二五二条本文
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こ
と
は
考
え
づ
ら
い
と
思
わ
れ
（
判
旨
に
保
存
行
為
を
念
頭
に
置
い

た
記
述
が
な
い
の
は
、
そ
の
せ
い
で
あ
ろ
う
か
）、
判
旨
は
そ
の
こ

と
を
前
提
に
し
て
、
議
決
権
の
行
使
は
原
則
と
し
て
管
理
行
為
で
あ

り
、「
議
決
権
の
行
使
を
も
っ
て
直
ち
に
株
式
を
処
分
し
、
又
は
株

式
の
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
に
な
る
な
ど
の
特
段
の
事
情
」
が
あ
れ

ば
変
更
行
為
に
な
る
、
と
考
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
下
で
は
、
本
判
決
に
つ
き
民
法
（
と
り
わ
け
相
続
法
）
の
観
点

か
ら
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
。
な
お
、
死
亡
し
た
株
主
に
つ
い

て
、
相
続
人
が
誰
か
、
有
効
な
遺
言
を
残
し
て
い
た
か
ど
う
か
、
を

会
社
が
確
実
に
知
る
こ
と
は
、
一
般
的
に
み
れ
ば
容
易
で
は
な
い
が

（
会
社
法
一
三
〇
条
に
い
う
「
譲
渡
」
に
相
続
に
よ
る
移
転
が
含
ま

れ
る
か
否
か
に
関
す
る
論
争
も
こ
の
点
に
関
わ
る
。
伊
藤
靖
史
ほ
か

『
事
例
で
考
え
る
会
社
法
（
第
二
版
）』
一
二
六
頁
以
下
〔
田
中

亘
〕
な
ど
参
照
）、本
件
の
よ
う
な
中
小
同
族
会
社
の
内
部
紛
争
に
関

す
る
限
り
、
そ
れ
ら
の
点
の
認
識
は
当
事
者
間
で
一
致
す
る
ケ
ー
ス

が
比
較
的
多
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
点
を
知
る
の
が
容
易

で
な
い
こ
と
に
由
来
す
る
問
題
点
は
、
一
切
捨
象
す
る
。

二

当
然
分
割
説
の
否
定

民
法
の
観
点
か
ら
は
、
本
件
準
共
有
株
式
が
、
Ａ
の
相
続
開
始
と

同
時
に
Ａ
の
相
続
人
間
で
相
続
分
に
応
じ
て
当
然
に
分
割
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
（
つ
ま
り
、
金
銭
債
権
な
ど
が
当
然
分
割
さ
れ
る
の
と

は
異
な
る
）
と
さ
れ
た
点
が
、
注
目
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点

は
、
最
判
昭
和
四
五
・
一
・
二
二
民
集
二
四
巻
一
号
一
頁
以
来
の
判

例
法
理
で
あ
り
、
近
時
、
最
判
平
成
二
六
・
二
・
二
五
民
集
六
八
巻

二
号
一
七
三
頁
で
そ
の
旨
が
確
認
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
。

学
説
で
は
、
株
式
に
つ
い
て
も
当
然
分
割
説
が
妥
当
で
あ
る
と
す

る
説
が
、
少
数
な
が
ら
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
（
出
口
正
義
「
株

式
の
共
同
相
続
と
商
法
二
〇
三
条
二
項
の
適
用
に
関
す
る
一
考
察
」

筑
波
法
政
一
二
号
六
七
頁
、
伊
藤
ほ
か
・
前
掲
書
一
一
九
頁
〔
田
中

亘
〕、
山
下
友
信
編
『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
第
三
巻
』
四
二
頁

〔
上
村
達
男
〕）。
こ
の
主
張
に
は
次
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
本
件
の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
、
準
共
有
者
の
全
員
一
致
や
、

そ
こ
ま
で
い
か
な
く
て
も
準
共
有
者
間
で
の
何
ら
か
の
実
質
的
な
協

議
が
な
い
限
り
、
会
社
が
同
意
し
て
も
準
共
有
株
式
に
つ
い
て
有
効

に
議
決
権
を
行
使
で
き
る
こ
と
は
な
い
、
と
す
る
と
、
中
小
企
業
の

大
株
主
が
死
亡
し
相
続
人
間
で
深
刻
な
対
立
が
あ
る
場
合
に
、
遺
産

分
割
の
成
立
ま
で
は
お
よ
そ
議
決
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
、
会
社

の
運
営
に
支
障
を
き
た
す
、
と
い
う
事
情
で
あ
る
。

本
判
決
は
、
当
然
分
割
説
を
斥
け
て
準
共
有
説
を
維
持
す
る
、
と

い
う
前
提
の
も
と
で
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
実
務
上
の
要
請
に

も
一
定
の
配
慮
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
判
旨
は
確
か
に

実
質
的
な
要
因
に
一
切
言
及
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
一
方
で
、
準

共
有
株
式
の
議
決
権
行
使
に
つ
い
て
準
共
有
者
間
で
何
ら
か
の
協
議

が
必
要
で
あ
る
（
本
件
原
審
の
立
場
）
と
す
る
と
会
社
の
運
営
に
支

障
を
き
た
し
、
他
方
で
、
会
社
は
準
共
有
者
の
う
ち
の
誰
か
を
恣
意

的
に
選
ん
で
準
共
有
株
式
全
部
に
つ
い
て
の
議
決
権
行
使
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
（
本
件
第
一
審
の
立
場
）
と
す
る
な
ら
ば
「
会
社
側

《判例研究》
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に
事
実
上
権
利
行
使
者
の
指
定
の
権
限
を
認
め
る
に
等
し
く
、
相
当

と
は
い
え
な
い
」（
本
件
原
審
、
民
集
四
九
頁
）。
そ
こ
で
本
判
決
は
、

会
社
の
同
意
に
加
え
て
、（
管
理
行
為
に
該
当
す
る
場
合
に
は
）
準

共
有
者
の
持
分
の
過
半
数
が
賛
同
す
る
、
と
い
う
要
件
も
課
し
、
以

て
両
者
の
中
間
点
を
狙
っ
た
、
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
点
で
、

本
判
決
は
、
旧
商
法
二
〇
三
条
二
項
（
会
社
法
一
〇
六
条
本
文
）
の

権
利
行
使
者
は
準
共
有
者
の
持
分
の
過
半
数
に
よ
っ
て
決
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
し
た
最
判
平
成
九
・
一
・
二
八
判
時
一
五
九
九
号
一
三

九
頁
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
全
員
一
致
を
要
す
る
と
す
る
と
会
社

の
運
営
に
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
が
あ
る
点
を
挙
げ
て
い
る
の
と
、

相
通
ず
る
面
を
も
つ
。

三

議
決
権
の
不
統
一
行
使
の
可
能
性

当
然
分
割
説
と
趣
旨
を
一
に
し
て
、
伊
藤
ほ
か
・
前
掲
書
一
二
三

頁
以
下
〔
田
中
亘
〕
は
、
被
相
続
人
所
有
の
株
式
は
相
続
開
始
と
同

時
に
相
続
人
間
で
当
然
に
分
割
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
準

共
有
株
式
に
基
づ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
局
面
で
は
、
議
決
権
の
不

統
一
行
使
を
会
社
は
拒
む
こ
と
が
で
き
ず
（
会
社
法
三
一
三
条
三

項
）、
そ
の
結
果
、
当
然
分
割
さ
れ
た
と
し
た
場
合
と
同
じ
株
式
数

に
つ
き
、
各
準
共
有
者
に
単
独
で
の
議
決
権
行
使
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
、
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
株
式
の
準
共
有
者
が
、
他
の
準

共
有
者
「
の
た
め
に
株
式
を
有
す
る
者
」（
同
条
同
項
）
に
該
当
す

る
か
に
は
争
い
が
あ
る
（
江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法
（
第
六

版
）』
三
三
九
頁
は
、
該
当
す
る
と
い
う
）。
実
際
、
本
件
に
お
い
て

Ｂ
が
、
自
分
の
た
め
に
一
〇
〇
〇
株
保
有
し
て
お
り
、
か
つ
Ｘ
の
た

め
に
別
の
一
〇
〇
〇
株
を
保
有
し
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
は
、
本

件
準
共
有
株
式
二
〇
〇
〇
株
を
Ｘ
と
Ｂ
が
準
共
有
し
て
い
る
と
い
う

前
提
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、
上
告
受
理
申
立
て
理
由
第
五
以
下
（
資
料
版
商
事
法
務
三

八
〇
号
一
三
三
頁
）
で
は
、
本
件
各
決
議
が
有
効
で
あ
る
理
由
と
し

て
、
本
件
総
会
で
の
Ｂ
の
議
決
権
行
使
は
、
本
件
準
共
有
株
式
の
う

ち
Ｂ
の
持
分
二
分
の
一
に
相
当
す
る
一
〇
〇
〇
株
に
つ
い
て
の
議
決

権
行
使
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
そ
う
す
る
と
、
本
件
各
決
議
は
、
本

件
各
決
議
に
賛
成
す
る
旨
の
Ｃ
の
議
決
権
行
使
と
あ
わ
せ
て
、
三
〇

〇
〇
株
中
二
〇
〇
〇
株
の
賛
同
を
受
け
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
、
と
の
予
備
的
主
張
が
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
主
張
は

上
告
受
理
決
定
の
際
に
排
除
さ
れ
た
（
ゆ
え
に
民
集
に
は
掲
載
さ
れ

て
い
な
い
）。
そ
の
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
義
を
認
め
る
か
に
も
よ

る
が
（
現
行
の
上
告
制
度
の
制
度
趣
旨
に
つ
き
、
高
橋
宏
志
『
重
点

講
義
民
事
訴
訟
法
()下
（
第
二
版
補
訂
版
）』
六
七
〇
頁
な
ど
参
照
）、

仮
に
こ
の
主
張
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
③
を
除
く
本
件
各
決
議

の
決
議
要
件
は
満
た
さ
れ
た
は
ず
で
あ
り
（
定
款
変
更
決
議
の
決
議

要
件
が
満
た
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
き
、
福
島
・
後
掲
本
判
決
評
釈
七

頁
注
一
一
参
照
）、
よ
っ
て
そ
の
限
り
で
本
件
訴
え
は
裁
量
棄
却

（
会
社
法
八
三
一
条
二
項
）
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る

と
こ
ろ
、
本
判
決
は
本
件
各
決
議
を
取
り
消
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

結
論
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
も
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
本
判
決
は
、

議
決
権
の
不
統
一
行
使
と
い
う
手
法
で
、
議
決
権
行
使
の
局
面
で
当

共有に属する株式についての権利行使と民法二五二条本文
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然
分
割
説
と
同
一
の
帰
結
を
認
め
る
、
と
い
う
可
能
性
も
否
定
し
て

い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
も
っ
と
も
、
伊
藤
ほ
か
・
前
掲
書
一

三
四
頁
〔
田
中
亘
〕
は
、
本
判
決
は
そ
こ
ま
で
は
判
断
し
て
い
な
い

と
す
る
）。

四

準
共
有
者
間
で
の
協
議
の
必
要
性

本
判
決
を
右
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
最
判
平
成
一
一
・
一

二
・
一
四
判
時
一
六
九
九
号
一
五
六
頁
は
会
社
法
一
〇
六
条
た
だ
し

書
の
付
加
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
周
知
の
論
点
に
は
、

議
決
権
の
行
使
に
関
す
る
限
り
で
、
こ
う
答
え
る
こ
と
に
な
る
。
す

な
わ
ち
、
準
共
有
株
式
に
基
づ
く
議
決
権
の
行
使
は
統
一
的
に
行
う

必
要
が
あ
る
と
い
う
点
は
、
会
社
法
の
制
定
前
後
で
変
わ
ら
な
い
。

し
か
し
、
議
案
へ
の
賛
否
を
、
準
共
有
者
の
全
員
一
致
で
な
く
と
も
、

（
管
理
行
為
に
あ
た
る
場
合
）
持
分
の
過
半
数
に
よ
っ
て
、
有
効
に

決
定
で
き
る
と
し
た
点
で
は
、
会
社
法
制
定
に
よ
り
変
わ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
持
分
の
過
半
数
に
よ
っ
て
有
効
に
決
定
で
き
る
、
と

い
う
と
き
に
、
過
半
数
の
準
共
有
株
主
を
集
め
さ
え
す
れ
ば
、
対
立

派
と
の
協
議
は
し
な
く
て
も
よ
い
の
か
ど
う
か
ま
で
は
、
そ
も
そ
も

過
半
数
の
賛
同
が
な
い
と
い
う
事
例
を
扱
う
本
判
決
か
ら
は
、
明
ら

か
で
な
い
（
同
旨
、
林
・
後
掲
本
判
決
評
釈
四
頁
、
川
島
・
後
掲
本

判
決
評
釈
三
八
頁
。
な
お
、
岩
淵
・
後
掲
本
判
決
評
釈
一
一
七
頁
は
、

協
議
は
必
要
で
な
い
と
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
民
法
の
共
有
の

ル
ー
ル
に
お
い
て
管
理
行
為
を
行
う
上
で
協
議
等
は
必
要
と
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
を
挙
げ
る
。
し
か
し
、
同
評
釈
注
二
〇
に
お
い
て
一
つ

の
学
説
し
か
引
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
民
法

上
、
そ
の
点
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
）。

五

企
業
経
営
の
継
続
性
へ
の
配
慮

相
続
財
産
を
構
成
す
る
個
々
の
財
産
に
つ
い
て
は
、「
そ
れ
は
被

相
続
人
の
も
の
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
か
れ
の
属
す
る
家
の
も
の
で
も

あ
り
、
し
た
が
っ
て
相
続
人
の
も
の
で
も
あ
る
」
と
い
う
意
識
に
由

来
す
る
の
か
ど
う
か
、
定
か
で
な
い
が
、
と
に
か
く
、
相
続
開
始
と

同
時
に
直
ち
に
相
続
人
が
恣
意
的
に
権
利
行
使
で
き
る
も
の
に
な
る

の
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
仮
に
そ
の
よ
う
に
考
え
な
い

場
合
に
は
（
拙
稿
「
相
続
財
産
の
性
質
論
再
考
」
私
法
七
七
号
二
〇

三
頁
参
照
）、
遺
産
を
承
継
す
る
資
格
を
有
す
る
者
た
ち
や
相
続
債

権
者
た
ち
の
利
害
と
切
り
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
遺
産
分
割
が
成

立
す
る
ま
で
の
あ
い
だ
「
遺
産
そ
れ
自
体
」
の
価
値
を
維
持
す
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
観
点
か
ら
注
目
さ
れ
る
の
は
、
大
阪
高
判
平
成
二
〇
・
一
一

・
二
八
判
時
二
〇
三
七
号
一
三
七
頁
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
Ｐ

が
創
始
し
た
Ｙ
株
式
会
社
に
つ
き
、
Ｐ
の
三
人
娘
の
う
ち
の
一
人
Ｒ

が
取
締
役
、
Ｒ
の
夫
で
あ
る
Ｓ
（
Ｐ
の
養
子
に
も
な
っ
て
い
る
）
が

代
表
取
締
役
と
な
っ
て
順
調
に
経
営
が
承
継
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ

（
Ｓ
と
Ｒ
が
そ
れ
ぞ
れ
Ｙ
社
の
代
表
取
締
役
、
取
締
役
に
な
っ
て
か

ら
、
一
〇
年
以
上
が
経
過
し
て
い
た
）、
Ｐ
が
無
遺
言
で
死
亡
し
、

そ
の
二
か
月
後
に
Ｐ
の
妻
Ｑ
も
死
亡
し
、
し
か
も
Ｑ
は
、
Ｒ
以
外
の

娘
で
あ
る
X１

及
び
X２

の
二
名
（
以
下
「
Ｘ
ら
」
と
い
う
）
に
、
全
遺

《判例研究》
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産
を
各
二
分
の
一
の
割
合
で
「
相
続
さ
せ
る
」
旨
を
遺
言
し
て
い
た

（
Ｑ
は
、
Ｐ
か
ら
Ｑ
が
相
続
し
た
Ｙ
社
の
株
式
が
こ
の
遺
言
処
分
の

対
象
と
な
る
と
い
う
事
態
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る
）。
Ｐ
及
び
Ｑ
の
遺
産
分
割
は
未
だ
成
立
し
て
い
な
い
。
こ

の
た
め
、
Ｐ
が
保
有
し
て
い
た
Ｙ
社
株
式
（
X１

、
X２

、
Ｒ
、
Ｓ
に
よ

り
準
共
有
。
以
下
「
本
件
株
式
」
と
い
う
）
に
つ
い
て
、
Ｐ
及
び
Ｑ

の
死
亡
後
は
Ｘ
ら
が
過
半
数
の
持
分
を
有
す
る
（
し
た
が
っ
て
、
前

掲
最
判
平
成
九
・
一
・
二
八
に
よ
れ
ば
権
利
行
使
者
を
有
効
に
指
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
）
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
に
、
Ｑ
が
有
し
て
い
た

Ｙ
社
株
式
や
、
Ｘ
ら
が
も
と
も
と
持
っ
て
い
た
Ｙ
社
株
式
を
合
わ
せ

る
と
、
Ｘ
ら
が
四
〇
〇
株
差
（
発
行
済
総
株
式
数
は
三
万
株
）
で
、

Ｒ＝

Ｓ
派
を
上
回
る
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
Ｓ
が
代
表

取
締
役
と
し
て
招
集
し
た
Ｙ
社
の
定
時
株
主
総
会
の
前
に
、
Ｘ
ら
は
、

本
件
株
式
に
つ
き
、
X２

を
権
利
行
使
者
と
す
る
こ
と
を
、
実
質
的
な

協
議
な
く
指
定
し
そ
の
旨
を
Ｙ
社
に
通
知
し
た
が
、
議
長
Ｓ
は
本
件

株
式
に
基
づ
く
議
決
権
行
使
を
認
め
ず
、
こ
う
し
て
、
同
総
会
で
は
、

取
締
役
会
決
議
に
基
づ
き
Ｙ
社
が
提
出
し
た
議
案
（
決
算
の
承
認
、

役
員
の
再
任
な
ど
に
関
す
る
も
の
）
が
可
決
さ
れ
、
Ｘ
ら
提
出
の
議

案
は
否
決
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
ら
は
、
右
の
可
決
決
議
の
取
消
し

を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
、
第
一
審
は
Ｘ
ら
の
請
求
を
認

め
た
が
、
高
裁
は
Ｘ
ら
の
請
求
を
棄
却
し
た
（
そ
の
後
、
上
告
不
受

理
決
定
が
さ
れ
、
高
裁
の
判
断
の
ま
ま
確
定
し
た
）。

同
判
決
の
結
論
に
反
対
す
る
判
例
評
釈
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
そ

の
こ
と
に
は
、
Ｘ
ら
の
行
為
態
様
（
Ｑ
の
死
亡
の
四
か
月
後
に
Ｘ
ら

の
招
集
請
求
に
基
づ
き
開
催
さ
れ
た
前
年
の
臨
時
株
主
総
会
に
お
い

て
、
Ｘ
ら
が
提
出
し
た
取
締
役
の
選
任
・
解
任
に
関
す
る
議
案
が
否

決
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
可
決
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
議

事
録
を
作
成
し
た
う
え
で
役
員
変
更
の
登
記
の
申
請
を
し
た
が
、
そ

れ
が
発
覚
し
、
登
記
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
前
哨
戦

が
あ
っ
た
）、
Ｘ
ら
は
Ｙ
社
の
経
営
に
直
接
関
与
し
た
こ
と
が
な
い

こ
と
（
X２

が
Ｙ
社
の
監
査
役
で
あ
っ
た
に
と
ど
ま
る
）、
さ
ら
に
は
、

同
訴
訟
と
並
行
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
、
Ｐ
の
遺
産
に
つ
い
て
の

遺
産
分
割
審
判
手
続
に
お
い
て
、
第
一
審
（
同
判
決
第
一
審
と
同
判

決
と
の
あ
い
だ
に
出
さ
れ
た
）
は
、
本
件
株
式
に
つ
い
て
Ｒ
と
Ｓ
に

１：

１
の
割
合
で
分
割
す
べ
き
だ
と
判
断
し
た
こ
と
（
も
っ
と
も
、

Ｘ
ら
は
即
時
抗
告
し
、
同
判
決
時
点
で
は
確
定
し
て
い
な
い
）、
と

い
っ
た
諸
事
情
が
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

さ
て
、
同
判
決
は
、
会
社
法
一
〇
六
条
に
基
づ
く
準
共
有
株
式
の

権
利
行
使
者
の
指
定
を
、
真
摯
な
協
議
を
経
ず
に
お
こ
な
っ
て
も
、

指
定
の
効
力
は
生
じ
な
い
旨
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
し
ば
し
ば
紹

介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
判
決
を
よ
く
見
る
と
、
Ｒ＝

Ｓ
派
が

自
発
的
に
Ｙ
社
の
経
営
権
を
放
棄
す
る
な
ら
ば
と
も
か
く
、
そ
う
で

な
い
限
り
、
実
際
に
ど
れ
ほ
ど
真
摯
な
協
議
が
さ
れ
よ
う
と
も
、
Ｘ

ら
が
Ｙ
社
の
経
営
権
を
掌
握
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
お
よ
そ
容
認
し

な
い
、
と
い
う
態
度
が
同
判
決
に
は
鮮
明
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

際
に
重
要
な
考
慮
要
因
と
し
て
同
判
決
が
挙
げ
て
い
る
の
が
、
共
同

相
続
人
に
よ
る
株
式
の
準
共
有
状
態
は
、
遺
産
分
割
が
成
立
す
る
ま

で
の
一
時
的
な
い
し
暫
定
的
状
態
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
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つ
ま
り
、
発
行
済
み
株
式
の
相
当
部
分
を
被
相
続
人
が
有
し
て
い
た

と
こ
ろ
の
会
社
が
、
経
営
権
争
い
の
混
乱
に
巻
き
込
ま
れ
る
と
、
会

社
自
体
の
価
値
が
毀
損
さ
れ
、
ひ
い
て
は
遺
産
全
体
の
価
値
も
毀
損

さ
れ
る
、
し
た
が
っ
て
遺
産
分
割
手
続
中
は
、
そ
の
会
社
の
経
営
の

継
続
性
の
確
保
を
原
則
と
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
を
本
判
決

か
ら
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

翻
っ
て
、
こ
の
考
え
方
を
本
件
事
案
に
あ
て
は
め
る
と
ど
う
な
る

だ
ろ
う
か
。
評
者
が
本
判
決
の
訴
訟
資
料
に
あ
た
っ
た
限
り
で
は
、

原
審
は
認
定
し
て
い
な
い
が
次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
た
（
吉
川
・
後
掲
本
件
原
審
評
釈
三
九
頁
で
の
指
摘
を
包
含

す
る
）。

（１）
Ａ
の
第
一
順
位
の
相
続
人
は
、
妻
Ｃ
と
、
Ａ
Ｃ
間
の
二

人
の
子
ら
で
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
相
続
放
棄
し
、
ま
た
Ａ
の
兄
で

あ
る
Ｅ
も
相
続
放
棄
し
た
た
め
、
Ｂ
Ｘ
の
二
名
が
相
続
人
と
な
っ
た
。

相
続
放
棄
が
さ
れ
た
理
由
は
、
お
そ
ら
く
、
Ｙ
社
の
借
入
金
債
務
の

負
担
が
重
い
点
に
あ
る
。

（２）
Ｃ
は
昭
和
六
二
年
か
ら
Ｙ
社
の
取
締
役

で
あ
っ
た
。

（３）
Ａ
は
Ｙ
社
と
は
別
の
会
社
を
経
営
し
て
お
り
、
そ
の

会
社
に
つ
い
て
は
、
Ｘ
の
意
向
を
受
け
た
者
が
、
さ
し
た
る
混
乱
も

な
く
経
営
権
を
掌
握
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

（４）
Ｄ
は
Ｅ
の
妻
の
兄
で

あ
り
、
本
件
総
会
で
初
め
て
取
締
役
に
選
任
さ
れ
た
。
Ｄ
の
住
所
地

は
Ｅ
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
り
（
同
地
に
は
集
合
住
宅
が
建
っ
て
い
る

よ
う
で
あ
り
、
フ
ロ
ア
は
異
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
）、
ま
た
、
そ

の
ほ
ど
近
く
に
、
本
件
決
議
③
に
係
る
Ｙ
社
の
新
本
店
所
在
地
が
あ

る
。
こ
う
し
て
、
Ｘ
と
右
の
別
会
社
と
の
結
合
と
、
Ｃ
、
Ｅ
及
び
Ｙ

社
の
結
合
と
の
尖
鋭
な
対
立
が
生
じ
て
い
る
。

（５）
Ｃ
も
本
件
各
決
議

に
賛
成
し
た
。

（６）
Ｘ
は
、
Ｙ
社
の
有
す
る
不
動
産
（
東
京
都
二
三
区

内
の
鉄
道
駅
近
く
の
土
地
を
含
む
）
を
「
有
効
活
用
」
す
る
計
画
を

有
し
て
い
る
。

（７）
Ａ
死
亡
時
に
お
い
て
Ｙ
社
に
青
果
店
と
し
て
の
経

営
実
態
が
ど
れ
ほ
ど
あ
っ
た
の
か
は
疑
わ
し
い
。

こ
れ
ら
の
事
情
も
あ
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
一
方
で
、
以
前
か

ら
Ｙ
社
の
取
締
役
で
あ
っ
た
Ｃ
を
取
り
込
む
形
で
本
件
各
決
議
が
な

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
本
件
各
決
議
の
効
力
を
維
持
す
べ
き

方
向
に
働
く
大
き
な
要
素
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
新

た
な
代
表
取
締
役
の
選
任
や
本
店
所
在
地
の
移
転
の
議
案
は
、
現
状

に
対
す
る
大
き
な
変
更
の
提
案
で
あ
り
、
こ
の
点
は
、
前
掲
大
阪
高

判
平
成
二
〇
・
一
一
・
二
八
の
事
案
に
お
い
て
、
役
員
を
再
任
す
る

（
継
続
性
を
維
持
す
る
）
議
案
が
会
社
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
た
の
と

は
大
き
く
異
な
る
。
他
方
で
、
Ｙ
社
に
青
果
店
と
し
て
の
経
営
実
態

が
ど
れ
ほ
ど
あ
っ
た
の
か
は
疑
わ
し
い
点
（
こ
の
点
も
、
前
掲
大
阪

高
判
平
成
二
〇
・
一
一
・
二
八
の
事
案
と
大
き
く
異
な
る
）
に
鑑
み

る
と
、
Ｙ
社
の
価
値
は
Ｙ
社
所
有
の
不
動
産
の
価
値
に
全
面
的
に
依

存
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
Ｙ
社
の
経

営
が
「
デ
ッ
ド
ロ
ッ
ク
状
態
」
の
ま
ま
で
あ
っ
て
も
、
遺
産
分
割
成

立
ま
で
は
遺
産
全
体
の
価
値
を
保
存
す
べ
き
と
い
う
方
針
に
反
す
る

も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
遺
産
分
割
前
の
処
理
と
し
て
は
、
新
代

表
取
締
役
と
し
て
Ｄ
を
送
り
込
む
と
と
も
に
本
店
所
在
地
を
変
更
し

よ
う
と
し
た
Ｃ＝

Ｅ＝

Ｙ
社
の
側
を
、
現
状
を
抜
き
打
ち
的
に
変
更

し
よ
う
と
し
た
も
の
と
し
て
糾
弾
し
（
本
件
総
会
の
Ｘ
へ
の
招
集
通

知
が
開
催
予
定
日
の
わ
ず
か
二
日
前
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
参
照
）、
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本
件
各
決
議
の
取
消
し
を
認
め
る
、
と
い
う
結
論
も
十
分
正
当
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、
以
上
述
べ
た
こ
と
は
、
遺
産
分
割
前
の
処
理
と
し
て
ど
う

す
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
最
終
的
に
ど
う
遺
産
分
割
す
べ

き
か
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
最
後
に
一
言
し

て
お
く
と
、（
こ
れ
も
事
実
認
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
評
者
が
訴
訟

資
料
を
閲
覧
し
た
限
り
で
は
）
い
ま
は
Ｘ
側
が
経
営
権
を
掌
握
し
て

い
る
前
記
別
会
社
が
、
Ｙ
社
所
有
の
建
物
を
賃
借
し
て
お
り
、
そ
こ

で
Ｙ
社
か
ら
立
ち
退
き
の
請
求
が
な
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な

泥
仕
合
が
両
社
間
に
存
在
す
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
も
鑑
み

る
と
、
両
社
の
経
営
権
が
分
離
す
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
、
そ
う
す
る
と
、
遺
産
分
割
が
裁
判
に
よ
っ
て
最
終
解

決
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
平
穏
な
承
継
が
な
さ
れ
た
ら

し
い
前
記
別
会
社
の
経
営
権
に
合
わ
せ
る
形
で
、
Ｙ
社
の
経
営
権
も

Ｘ
側
に
与
え
る
、
と
い
う
解
決
が
本
件
事
案
に
お
い
て
は
望
ま
し
い

よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
た
。

＊
本
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
判
時
二
二
五
七
号
一
〇
六
頁
ほ
か
に
掲
載
の
匿
名
コ

メ
ン
ト
の
ほ
か
、
次
の
も
の
が
あ
る
。
大
塚
和
成
・
銀
法
五
九
巻
五
号
六
七
頁
、

弥
永
真
生
・
ジ
ュ
リ
一
四
八
〇
号
二
頁
、
川
島
い
づ
み
・M

onthly
Report

七
七
号
三
〇
頁
、
林
孝
宗
・T

K
C

W
atch

商
法№

７７

、
青
竹
正
一
・
商
事
二

〇
七
三
号
一
八
頁
、
福
島
洋
尚
・
金
判
一
四
七
〇
号
二
頁
、
鳥
山
恭
一
・
法
セ

ミ
七
二
七
号
一
一
九
頁
、
中
村
信
男
・
ひ
ろ
ば
六
八
巻
九
号
五
三
頁
、
藤
原
俊

雄
・
金
判
一
四
八
〇
号
一
四
頁
、
岩
淵
重
広
・
同
志
社
法
学
六
七
巻
七
号
一
〇

五
頁
、
原
弘
明
・
近
畿
大
学
法
学
六
三
巻
二
号
一
二
三
頁
、
鳥
山
恭
一
・
リ

マ
ー
ク
ス
五
二
号
九
八
頁
、
志
谷
匡
史
・
法
教
四
二
六
号
別
冊
判
例
セ
レ
ク
ト

〔
Ⅱ
〕
一
六
頁
。

ま
た
本
件
原
審
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
次
の
も
の
が
あ
る
。
鳥
山
恭
一
・
法

セ
ミ
七
〇
五
号
一
一
一
頁
、
石
毛
和
夫
・
銀
法
五
七
巻
一
二
号
六
一
頁
、
中
村

信
男
・M

onthly
Report

五
八
号
一
一
頁
、
弥
永
真
生
・
ジ
ュ
リ
一
四
六
〇

号
二
頁
、
藤
原
俊
雄
・
速
報
判
例
解
説
一
四
号
商
法№

２

、
玉
井
利
幸
・
法
教

四
〇
二
号
別
冊
判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
一
三
〔
Ⅱ
〕
一
五
頁
、
加
藤
貴
仁
・
ジ
ュ

リ
一
四
六
六
号
一
〇
六
頁
、
吉
川
信
将
・
法
学
研
究
〔
慶
應
義
塾
大
学
〕
八
七

巻
四
号
三
一
頁
、
柴
田
和
史
・
リ
マ
ー
ク
ス
四
九
号
八
二
頁
、
梅
村
悠
・
ジ
ュ

リ
一
四
六
九
号
一
〇
八
頁
、
林
孝
宗
・
早
稲
田
法
学
八
九
巻
四
号
一
八
一
頁
、

山
下
眞
弘
・
金
判
一
四
四
七
号
一
六
頁
、
中
村
信
男
・
早
稲
田
商
学
四
三
九
号

三
四
一
頁
、
来
住
野
究
・
法
学
研
究
〔
明
治
学
院
大
学
〕
九
七
号
一
〇
七
頁
。

＊
本
評
釈
は
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
九
二
号
（
平
成
二
七
年
度
重
要
判
例
解
説
）
に

民
法
３
事
件
と
し
て
掲
載
予
定
の
原
稿
の
完
全
版
で
あ
る
。
同
号
に
、
商
法
１

事
件
と
し
て
も
、
松
元
暢
子
教
授
（
学
習
院
大
学
）
に
よ
る
本
判
決
評
釈
が
掲

載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
松
元
教
授
に
は
同
評
釈
の
ゲ
ラ
の
閲
覧
を

ご
快
諾
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
脇
田
将
典
助
教
（
東
京
大
学
）
は
、
若
干
の
資

料
を
提
供
し
て
下
さ
り
、
ま
た
、
本
稿
の
草
稿
に
目
を
通
し
た
上
で
、
い
く
つ

も
の
有
益
な
指
摘
を
し
て
下
さ
っ
た
（
脇
田
助
教
に
よ
る
本
判
決
評
釈
も
、
い

ず
れ
法
学
協
会
雑
誌
の
「
最
高
裁
判
所
民
事
判
例
研
究
」
欄
に
掲
載
さ
れ
る
予

定
で
あ
る
）。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
も
と
よ
り
、
本
稿
に
含
ま
れ
う
る

誤
り
は
す
べ
て
評
者
の
責
任
に
属
す
る
。
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な
お
、
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
研
究
課
題
番
号
二
二
七
三
〇
〇
七

〇
）
に
よ
る
研
究
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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